安心して子どもを生み育てる環境づくりを求める意見書
   民主党が目玉政策としている子ども手当は、本年4月に支給に関する法律が施行され、6月から支給が開始された。
　 当初は、全額を国で負担するという方針であったが、制度設計の段階から国単独での財源確保が困難となり、暫定措置とされてはいるが、児童手当との併給方式を採り一方的に地方に負担を求めた。さらに、民主党の参院選マニフェストにおいて平成23年度からの満額支給を実質的に断念したことは子ども手当が、財源の裏付けのない、ばらまき政策であることの証左であると考えられる。
子ども手当の目的は、「安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくること」とされているが、そのために行政が実施すべきことは、単なるばらまきではなく、子育て家庭が真に必要とする切れ目のないサービスの提供である。
　 子育て家庭が真に必要とするサービスは、保育、教育、医療等と多岐にわたり、国によるきめ細かな対応が必要である。
　 よって、国におかれては、子ども手当を全面的に見直し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに向けた施策への転換を進めるよう、次の事項について対応されることを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　3歳から小学校就学まで保育所・幼稚園等に係る保育料等の無料化を図る こと。
２ 保育所を整備・拡充し、待機児童の解消を図ること。
３　学校給食費の無料化を図ること。
４　全国一律の制度として、乳幼児医療費無料化制度を創設すること。
５　ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン（七価ワクチン）等乳幼児を対象としたワクチン接種について、安定供給の確立及び予防接種法による定　期接種対象疾患への位置付け等、感染症の拡大防止に向けた仕組みを構築すること。
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